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会計

IASB（国際会計基準審議会）の第

98回会議が、2009年９月15日から18

日の４日間にわたりロンドンのIASB

本部で開催された。また、金融商品

会計基準の見直しプロジェクトに関

する第99回及び第100回の臨時会議

が、それぞれ、９月22日及び９月29

日にテレビ会議で開催された。

第98回会議では、①金融商品会計

基準の見直し（分類及び測定、減損

及びヘッジ会計）、②負債の測定に

おける自分自身の信用リスク（コメ

ント分析）、③認識の中止（コメン

ト分析）、④財務諸表の表示（フィー

ルド・テスト及び定義、マネジメン

ト・アプローチ、純負債開示）、⑤

収益認識、⑥負債（IAS第37号（引

当金、偶発負債及び偶発資産）の改

訂）、⑦保険会計、⑧リース、⑨概

念フレームワーク（目的及び質的特

徴及び報告企業）、⑩退職後給付

（IAS第19号（従業員給付）の見直し）、

⑪資本と負債の区分、⑫IAS第32号

（金融商品：表示）の改訂（株主割

当発行）及び⑬関連当事者取引が議

論された。IASB会議には理事15名

が参加した。本稿では、①から⑦に

ついて、議論の内容を紹介する。

第99回会議では、①非上場持分金

融商品に対する原価測定の例外の削

除、②金融商品の減損及び③減損に

関する最終基準における経過措置に

ついて議論が行われた。

第100回会議では、①分類及び測

定に関する公開草案の適用範囲（金

融負債を除外するかどうか）、②償

却原価測定区分の２つの条件（基本

的貸付特徴（basicloanfeature）及

び契約金利ベースでの管理（man-

agedonacontractualyieldbasis））

の適切性、③非上場持分金融商品に

対する原価測定の例外の削除及び④

減損に関する最終基準の発効日、比

較情報及び早期適用について議論が

行われた。

IAS第39号（金融商品：認識及び

測定）を改訂して、新たな簡素化さ

れた金融商品会計基準を設定する作

業は、次の３つに分けて進められて

いる。

� 分類及び測定の見直し：2009年

７月に公開草案（金融商品：分類

及び測定）を公表（コメント締切

りは９月14日で、この改訂を2009

年12月に終了する事業年度から早

期適用できるようにする）。

� 減損会計の見直し（発生損失モ

デルに代えて、期待損失モデル又

は公正価値モデルのいずれを採用

するか）：2009年10月に公開草案

を公表する予定。

� ヘッジ会計の見直し：2009年12

月に公開草案を公表する予定。
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１
金融商品会計基準の見直し

（IAS第39号の改訂）

IASB会議報告（第98～100回会議）
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※ IASB：国際会計基準審議会

第98回会議（2009年９月15日から18日まで）
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今回は、①2009年７月に公表した

分類及び測定に関する公開草案に対

して受領したコメントの分析、②減

損会計及び③ヘッジ会計について議

論が行われた。

� 公開草案に対するコメントの概要

公開草案に対しては、210通を超

えるコメントが寄せられた。このう

ち、締切日である2009年９月14日ま

でに189通を受領したが、その概要

が今回報告され、議論が行われた。

今回は、議論のみが行われ、意思決

定は行われていない。

公開草案全般に対するものとして、

IAS第39号が複雑かつ難解で適用が

難しい点については、ほとんどの回

答者が同意した。しかし、多くの回

答者が、プロジェクトの進め方など

に対して、①プロジェクトの進捗の

スピードが早い点及び３つのフェー

ズに分けて進めている点（議論の全

体像がつかめず、適切な評価ガイダ

ンスができないといった批判）、②

同時に進行しているほかのプロジェ

クト（保険会計、財務諸表の表示、

金融商品の資本と負債の区分及び公

正価値測定）との関係及び③米国会

計基準とのコンバージェンスに関し

て懸念を表明した。

金融商品の分類と測定について公

開草案でIASBの提案するアプロー

チについては、回答者の反応は次の

ようなものであった。

� ほとんどの回答者が、当初認識

時に、企業は、金融資産及び金融

負債を、それ以後、償却原価で測

定するもの（償却原価カテゴリー）

と公正価値で測定するもの（公正

価値カテゴリー）の２つに分類す

るアプローチを支持した（米国財

務会計基準審議会（FASB）の提案

のように、財政状態計算書上、す

べての金融商品を公正価値で測定

する考え方は支持されなかった）。

� 金融資産又は金融負債を償却原

価で測定するために満たすべき２

つの条件（下記参照）については、

両者の相互関係に優劣を付けるべ

きであるとか、それぞれの条件を

よりよく理解するために、例示を

示すべきであるといった指摘があっ

たが、２つの条件を設定すること

にはおおむねの支持があった。ま

た、現行IAS第39号の満期保有区

分にある一部を売却した場合には、

同区分を２年間使えないという罰

則規定を削除し、償却原価カテゴ

リーに含まれる金融資産又は金融

負債を満期前に売却しても、この

カテゴリーを使い続けることがで

きるという扱いについては、どの

程度の売却が許容されるのかを明

示すべきとのコメントもあった。

償却原価で測定するために満た

すべき２つの条件

� 当該金融商品が、基本的貸付

特徴（basicloanfeature）のみ

を有していること。

ⅱ� 当該金融商品が、契約金利ベー

スで管理されていること（man-

aged on a contractualyield

basis）。

� 複合金融商品において、ホスト

契約が金融商品である（IAS第39

号の範囲内）場合、複合金融商品

は、ホスト契約と組込みデリバティ

ブに分離せず、一体として扱い、

償却原価を適用するかどうかの判

断については、複合金融商品全体

に対して適用するという提案に対

して、多くの回答者が、現行の分

離規定が複雑であることは認める

ものの、分離を認めるべきである

と回答した。

� 当初認識時に、取消不能の選択

として、売買目的で保有されてい

ない持分金融商品の公正価値の変

動を、その他包括利益（OCI）で

表示することができる選択肢につ

いては、多くの回答者が支持を表

明した。しかし、OCIから当期利

益への振替えを認めない（non-

recycling）提案と、受領する配当

もOCIで認識し、リサイクリング

を行わない提案に対しては、ほと

んどの回答者から懸念が表明され

た。また、戦略投資（strategicin-

vestments）を識別するための原

則を明示すべきとの意見も寄せら

れた。なお、公開草案では、売却

益として実現した時点では、OCI

から資本の部のほかの勘定（留保

利益を指すと理解されている）へ

の振替えは認められている。ただ

し、OCIから留保利益に振り替え

るタイミング等の詳細については、

各国での規定が存在するかもしれ

ないことに配慮して、公開草案で

は明確にしていない。

� いったん採用したカテゴリーの

再分類を認めないことに対しては、

ほとんどすべての回答者が反対を

表明した（禁止は、ビジネス・モ

デルに基づく分類という考え方と

矛盾するとの指摘があった）。

� 減損

2009年６月に減損（金融資産の減

損に関する期待キャッシュ・フロー・

アプローチ）に関する情報提供依頼

書（requestforinformation：RFI）

を公表し、2009年９月１日にコメン

トを締め切った。

RFIでは、期待キャッシュ・フロー・

アプローチ（expectedcashflowap-

proach）の概要を示した上で、①こ

のアプローチが明確に定義されてお
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り、②実務で使えるか、③このアプ

ローチを採用するためのコストや準

備期間をどの程度としたらよいか、

④変動金利金融商品にどのように適

用するかなどといった点についての

意見を求めていた。79通のコメント

を受領した。多くの回答者が、期待

キャッシュ・フロー・アプローチは、

非常に大きな実務の変更であり、多

くのコストがかかり、さらに、導入

のためにかなりの準備期間が必要で

ある点を指摘していた。また、期待

キャッシュ・フロー・アプローチの

ための追加ガイダンスが必要であり、

明確化が必要であるとの指摘も寄せ

られた。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� 期待キャッシュ・フロー・アプ

ローチを適用するための実務面の

問題を扱う専門家アドバイザリー・

パネル（expertadvisorypanel）

を設置すること。

� 公開草案では、目的を明確に記

述し、原則を強調すること（簡潔

な適用ガイダンスを付属させる）。

� 公開草案の中に売掛債権（trade

receivables）、活発な市場で建値の

ある金融商品（instrumentsquoted

inactivemarkets）及び個別に重

要な資産（individuallysignificant

assets）を含め、これらを期待キャッ

シュ・フロー・アプローチの対象

とすることが実務上可能かどうか

について意見を問うようにするこ

と。

� 当初認識時に見込まれる信用損

失を補うに十分な金利を有してい

る債権（又は同様な金融資産）に

対しては、当初に損失を認識する

ことを禁止すること。

� 実効金利法（effectiveinterest

method）の適用を簡素化するた

めに考えられる諸方法に関して、

専門家アドバイザリー・パネルか

らの意見を求めること。

� ヘッジ会計

現行IAS第39号のヘッジ会計は、

通常の認識及び測定に関する原則に

対する例外と位置付けられており、

そのため、ヘッジ会計に対する制限

を行うため、ルールベースの規定が

存在し、それが、現行ヘッジ会計の

複雑さの原因とされている。

ヘッジ会計の見直しでは、IASB及

びFASBは、新たに改善されるヘッ

ジ会計は、①企業のリスク管理活動

及びその有効性を反映する情報を提

供することによって、利用者の意思

決定有用性を著しく改善させるもの

であること、②現行のヘッジ会計の

要件を簡素化するものであること、

③包括的なものであること（断片的

なアプローチとはしない）及び④迅

速に開発できるものであること（2010

年にはIAS第39号に代わる規準を完

成させる予定）といった特徴を持つ

ものとすることで、2009年３月に合

意している。

このような合意を反映して、今回

の議論では、ヘッジ会計の簡素化の

方向性について議論が行われた。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� 現行の公正価値ヘッジ会計に代

え、キャッシュ・フローヘッジ会

計の手法（ヘッジ対象の損益が損

益計算書に影響を与えるときまで、

ヘッジ手段の損益をOCIで繰り延

べる方法）を、すべてのヘッジ会

計に適用する方向で検討すること。

� ヘッジ会計の要件のうち、例え

ば、部分ヘッジの見直し（部分ヘッ

ジを禁止するか適格なヘッジ部分

を識別するための原則を構築する）、

ヘッジ指定と文書化要件の見直し、

ヘッジの再指定の見直し（再指定

を禁止する）及び有効性テストや

非有効部分の認識に関する規定の

見直し（有効性要件の廃止の可能

性など）といったものを再検討し

て、ヘッジ会計の簡素化を図るこ

と。

� ポートフォリオ・ヘッジの問題

の検討よりも、ヘッジ会計の一般

原則を明確化することを優先する

こと。

� 海外事業体への純投資のヘッジ

会計に対する影響については、別

途検討する（IAS第21号（為替レー

トの変動の影響）との関連がある

ため）。

負債の測定において、自分自身の

信用リスクの変動を反映すべきかど

うかに関して、2009年６月にディス

カッション・ペーパーを公表し、

2009年９月１日にコメントを締め切っ

た。コメント分析時点で101通のコ

メントを受領したが、そのコメント

の回答の要約は、次頁の図表のとお

りにまとめることができる。そこで

示されている回答から導き出された

結論のいくつかの特徴を挙げると、

次のとおりである。

� 金融負債の当初認識時点では、

信用リスクを測定に含めることへ

の支持が多かった。

� 非金融負債では、公正価値測定

されるもの及び当初に対価の交換

があるものの当初認識時の測定で

は、信用リスクを測定に含めるが、

当初に対価の交換がないものにつ

いては、信用リスクを反映させな
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２
負債の測定における自分

自身の信用リスクの反映
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いとの見解が多かった。

� 事後測定においては、公正価値

で測定されている金融負債及び非

金融負債では、信用リスクを含め

ることを支持する回答者が多かっ

た。

2009年３月に、IAS第39号の認識

の中止に関する規定を改訂する公開

草案（認識の中止）が公表され、そ

のコメントの締切りは2009年７月末

であった。今回、そのコメント分析

が示され、議論が行われた。決定さ

れた事項はない。

� 公開草案で提案されている２つ

のアプローチ

公開草案では、９名のボードメン

バーが支持するIASBの提案アプロー

チと、５名のボードメンバーが支持

する代替的アプローチの２つのモデ

ルが示されている。

� IASBの提案アプローチ

① 次のいずれかの条件を満たした

場合には、資産全体又はその構成

要素（下記参照）の認識の中止を

行う。

・ 譲渡人が、資産に対する継続

的関与を有しない。

・ 継続的関与がある場合には、

譲受人が、自分自身の便益のた

めに資産を譲渡できる実際上の

能力を有している。

② 認識の中止は、原則として、金

融資産全体に対して判断するが、

ある要件を満たした構成要素（①

特定の識別されたキャッシュ・フ

ロー又は②金融資産からのキャッ

シュ・フローの比例的部分）につ

いては、金融資産の一部分の認識

の中止を認める。

③ 「リンク表示（linkedpresenta-

tion）」は、金融資産の譲渡が行

われたものの、認識の中止となら

ず、負債が認識されている場合で、

負債の返済が当該資産のキャッシュ・

フローに限定されている状況を示

すために、注記で両者の金額を開

示する形で行われる。

� 代替的アプローチ

譲渡人の視点に立って認識の中

止を判断する。譲渡人は、自らの

便益のために、譲渡人が譲渡前に

認識していた資産のキャッシュ・

フローのすべて又はその一部に対

するその他のアクセスを現在有し

ていない場合には、資産及びその

構成要素（資産の一部であればど

のような部分であってもよい）の

認識の中止を行う。言い換えると、

次のとおりとなる。

・ 譲渡人は、自らの便益のため

に、譲渡人が譲渡前に認識して

いた資産のキャッシュ・フロー

のすべてに対するその他のアク

セスを現在有していれば、認識

の中止を行うことはできない。

・ 譲渡後も資産の一部に対する

その他のアクセスを現在有して

いるような譲渡の場合、譲渡に

よって譲渡前の資産の性質は変

わったと考え、譲渡人は、自ら

の便益のために、譲渡人が譲渡

前に認識していた資産のキャッ

シュ・フローの一部に対するそ

の他のアクセスを現在有してい

ても、いったん全額の認識の中

止を行い、その他のアクセスを

有している部分を新たに認識し、

現在、アクセスを有していない

部分の認識の中止を行う。また、

この譲渡に伴って新たに作り出

された資産及び負債があれば、

それを認識する。

� コメント分析

118通のコメントを受領した。

IASBの提案アプローチと代替的ア

プローチの２つのモデルに分けて分

析が示された。ここでは、全般的な

事項について、簡単に内容を紹介す

る。

� 米国会計基準とのコンバージェ

ンスを求める指摘が多かった。

FASBは、IASBが受領した今回の

コメントを共同で検討することと

しており、さらに、IASBがIAS第

39号の改訂基準を完成させた後、

当該改訂基準を米国において公開

して意見を求めることとしている。

このプロセスでは、必ずしもコン

バージェンスが達成される保証が

ないため、再検討が必要となるか

もしれない。

� 回答者の大多数が、IASBの提

案アプローチは現行IAS第39号の

大きな改善ではないとして支持し

なかった。そして、かなりの数の

回答者が、代替的アプローチを支

持した。

� 現先取引は、２つのアプローチ

のいずれにおいても一般的には売

買として処理することになるが、

これに対して、現先取引は、証券

担保の貸借として処理すべきとの

会計・監査ジャーナル No.653 DEC. 200962

測 定

自分自身の

信用リスク

の包含

当 初

認識時

事後

測定

金融
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公正価値以外
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No

非金融

負債

公正価値

公正価値以外

・当初に対価

交換

・当初に対価

の交換がない

Yes

Yes

No

Yes

No

No

３ 認識の中止
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大多数の回答者の指摘があった。

今回は、このプロジェクトに関連

して、①アナリストに行ったフィー

ルド・テストの結果分析の報告及び

②2008年10月に公表したディスカッ

ション・ペーパー（財務諸表表示に

関する予備的見解）に対して受領し

たコメントで指摘された事項のうち

のいくつか（財務諸表の表示区分、

廃止事業の表示及び純負債の情報開

示）について議論が行われた。ここ

では、後者の内容について簡単に紹

介する。

� 表示区分（マネジメント・アプ

ローチ）

ディスカッション・ペーパーでは、

財務諸表の表示に当たり、経営者が

どのように企業を管理しているかに

基づいて判断を行うマネジメント・

アプローチを提案しているが、これ

に対しては、支持があり、この考え

方を維持することが再確認された。

また、提案では、表示区分を「事

業（business）」と「財務（financing）」

に区分し、さらに、前者は、「営業

（operating）」と「投資（investing）」

にさらに細分化することとされてい

る。今回、コメントを受けて、これ

らの区分について再検討された。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� 事業活動（価値創造活動）と財

務活動（当該価値創造への資金調

達）を区分することは重要だとし

て、２つの区分を維持する。

� 財務区分には、企業の資金調達

活動によってもたらされた金融負

債（金利要素を含む合意された返

済契約を持つもの）及び持分金融

商品を用いない資金調達に関連す

るデリバティブ（資産となるか負

債となるかを問わない）を表示す

る。この結果、ディスカッション・

ペーパーで提案していた、企業の

財務活動（treasuryactivities）に

関連する資産は、財務区分には表

示されないこととなる（ディスカッ

ション・ペーパーでの考え方が変

更されている）。

� 事業区分の中をさらに小区分に

分けることとするが、提案のよう

に、営業と投資というように規定

するのではなく、経営者が事業を

より適切に示すことができる小区

分を自ら選定できるようにする。

これをさらに詰めるため、小区分

を決定するに当たっての適用ガイ

ダンスを検討することがスタッフ

に指示された。スタッフの検討結

果いかんで、事業区分をさらに小

区分に分けるという暫定合意自体

が、将来見直される（すなわち、

事業区分の下に小区分を設けない

ことになる）可能性もある。営業

と投資という小区分をやめるのは、

提案されている投資という区分の

内容が、意思決定に有用かどうか

はっきりしないという指摘があっ

たためである。

� 廃止事業

ほとんどすべての回答者は、廃止

事業を財務諸表上で区分表示するこ

とを支持した。これを受け、廃止事

業を、財務諸表上で独立したセクショ

ンとして区分表示することが再確認

された。しかし、廃止事業の内訳を

さらに分解表示するか、分解表示を

する場合に財務諸表の上で行うのか、

注記で開示するのかといった点につ

いては、明確な規定を置かないこと

も暫定的に合意された（さらなる分

解表示は意味がないというコメント

に配慮したもの）。

� 純負債

純負債（netdebt）に関する情報

を財務諸表で表示することを求める

ことが暫定的に合意された。このよ

うな情報の開示については、ディス

カッション・ペーパーでは言及され

ていないが、企業の流動性、ソルベ

ンシー、そして財務的柔軟性を判断

するには、純負債に関する情報の提

供が必要であるという指摘を受けて

検討した結果、純負債の情報を開示

することが適切と判断された。なお、

純負債の定義は、財務区分に含まれ

る金融負債から当該金融負債の返済

に充てられる資源（資産）を控除し

たものとするとされている。また、

純負債をどのように表示するかにつ

いては、2009年10月に議論を行う予

定である。

今回は、①財及びサービスが顧客

に移転した時点を決定する支配概念

の定義、②追加的に財及びサービス

を取得できるオプションについての

議論が行われた。

� 支配概念の定義

財及びサービスが顧客に移転した

時点を決定するために、支配概念が

用いられているが、どのように適用

するかを明確にするための議論が行

われた。

議論では、収益認識の文脈では、

次のような支配の定義を用いること

が検討された。

「財及びサービスに対する支配は、

当該財及びサービスからの便益を利

用することを指示する又は受領する

ことができる企業の現在の能力であ
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る。」

また、財及びサービスに対する支

配を顧客に移転したことを示す指標

（例えば、顧客が対価を支払わなけ

ればならない無条件の義務を負って

いる、顧客が当該財を売却できる、

当該資産のデザインや機能を顧客が

指定できるなど）についても議論さ

れた。

今回の議論の結果、財及びサービ

スに対する支配の顧客への移転は、

顧客の視点に立って判断することだ

けが暫定的に合意された。支配の定

義などは、今後もさらに検討される

予定である。

� 追加的に財及びサービスを取得

できるオプション

顧客に追加的に財及びサービスを

取得できるオプションを付与した場

合（例えば、割引きを受けられるクー

ポンの付与など）、当該オプション

が現在の契約の一部なのか、そうで

ないのかをどのように決定するか、

また、現在の契約の一部であるとさ

れた場合、企業はそれをどのように

会計処理するかについて議論が行わ

れた。もし、現在の契約の一部でな

いと判断されると、当該オプション

は、収益認識モデルの範囲に入らな

いことになる。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� 追加的に財及びサービスを取得

できるオプションが、契約を締結

しなければ得ることができないも

ので、オプションが顧客に重要な

権利（materialright）を付与する

ものである場合には、当該契約の

独立した履行義務として会計処理

する。企業は、当該履行義務に対

して、オプションの独立売買価格

に基づいて、取引価格の一部を配

分する会計処理を行わなければな

らない。

� 企業は、オプションの独立売買

価格を、次のような要素を参照し

て見積もることができる。

① オプションを行使した場合に

顧客が得るであろう割引き、か

ら

② オプションを行使しない場合

に顧客が得ることができる割引

きを差し引き、

③ オプションが行使される確率

を勘案する。

� 顧客が追加的に財及びサービス

を取得できるオプションを有して

おり、かつ、当該財及びサービス

が、①当該契約における財及びサー

ビスと類似しており、かつ、②契

約条件に含まれている場合（いわ

ゆる更新オプション）には、取引

価格の配分は、確率加重された期

待値ベースで、追加の財及びサー

ビスに配分されなければならない。

今回は、IAS第37号の改訂に関連

して、①IAS第37号の測定ガイダン

スに対する修正提案、②IAS第37号

の改訂に伴う他のIFRS（第３号（企

業結合）及びIFRS第５号（廃棄、

原状回復及び環境再生ファンドから

生じる持分に対する権利））に対す

る修正提案及び③今回の改訂をIAS

第37号の改訂とするか、新たな

IFRSとするかについて議論が行わ

れた。ここでは、②を除く議論を紹

介する。

� 測定ガイダンスの修正

今回、資産除去債務のように、企

業が、将来、自らサービスを実施す

ることによって履行される債務の測

定に関するガイダンスについて、再

度議論が行われた。

これまでの議論では、次の点が暫

定的に合意されている。

� 企業は、IAS第37号の範囲内の

負債を、企業が期末に現在債務か

ら解放されるために合理的に支払

うであろう金額で測定しなければ

ならない。

� 企業が期末に現在債務から解放

されるために合理的に支払うであ

ろう金額は、次のいずれか低い方

である。

� 義務を履行しない場合に企業

が得るであろう価値（企業固有

測定）

ⅱ� 企業が、義務を解約するため

に相手方に又は義務を移転する

ために第三者に支払わなければ

ならない金額

� 企業が義務を解約又は第三者に

移転することが可能であるという

証拠がない場合には、企業は、義

務を、「義務を履行しない場合に

企業が得るであろう価値」で測定

しなければならない。

2009年７月の会議では、このうち、

「義務を履行しない場合に企業が得

るであろう価値」とは何かに関して

は、意見が分かれ、合意に達しなかっ

た。すなわち、既に2009年４月の会

議では、資産除去債務のようなサー

ビスを提供しなければならない義務

の測定に当たっては、測定に用いら

れるべき適切なキャッシュ・フロー

は、①当該サービスに効率的な市場

が存在する場合には、企業が自らに

代わってサービスを引き受けてくれ

る契約相手に合理的に支払うであろ

う金額とすべきであること、また、

②当該サービスに対する効率的な市

場が存在しない場合には、企業は、
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企業自らが当該サービスを第三者か

ら引き受けて実行する際に賦課する

であろう金額を見積もることによっ

て、契約相手に合理的に支払うであ

ろう金額を見積もることができるこ

とが暫定的に合意されているが、こ

のようなサービスに対する考え方を

「義務を履行しない場合に企業が得

るであろう価値」とすることが、ス

タッフから提案されたものの、合意

には達しなかった。スタッフ提案に

賛成しないボードメンバーは、「価

値（これには、マージンが含まれる）」

ではなく、「コスト（これには、マー

ジンは含まれない）」によるべきと

考えている。

このような議論を受けて、今回、

この問題が再度議論された。議論さ

れたのは、資産除去債務のように、

企業が、将来、自らサービスを実施

することによって履行される債務の

測定に関するガイダンスである。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

債務の見積りに用いる将来キャッ

シュ・アウトフローの額は、契約相

手に自らに代わってサービスを提供

してもらうために、企業が、将来の

時点で合理的に支払う金額でなけれ

ばならない。

・ そのようなサービスの市場があ

るなら、当該支払金額は、契約相

手が請求する金額である。

・ そのようなサービスの市場がな

いなら、企業は、当該支払金額を

見積もらなければならない。

市場がない場合、企業が契約相手

にサービスを提供してもらうために

合理的に支払う金額を見積もるため、

どのようにビルディング・ブロック・

アプローチを使うかに関するガイダ

ンスを開発するようスタッフに指示

がなされた。

� IAS第37号の改訂か新IFRSか

今回の改訂によって、IAS第37号

を廃止し、新たなIFRSとすること

が暫定的に合意された。

今回は、①保険負債の測定アプロー

チ（２つの測定アプローチからの選

択及び固定されたマージンの償却期

間）、②割引率及び③今後の作業計

画について議論が行われた。

� 保険負債の測定アプローチ

これまでの議論で絞り込まれた２

つの保険負債の測定アプローチのモ

デルは、修正IAS第37号モデルと、

現在履行価値モデルである。2009年

７月の会議では、この２つの測定ア

プローチの候補から１つを選択する

ことが期待されていたが、いずれの

モデルにするかに関する明確な合意

に達しなかった（なお、FASBは、

全員一致で現在履行価値モデルを支

持している）。そのため、今回、改

めて、どちらを選択するかが議論さ

れた。

① ２つのモデル

修正IAS第37号モデルと現在履行

価値モデルの概要は、次のとおりで

ある。

� 修正IAS第37号モデル

現在、IAS第37号で検討されて

いる「負債は、企業が期末に現在

債務から解放されるために合理的

に支払うであろう金額」で測定す

るという考え方を採用し、これに、

契約開始時の損益を認識しないた

めに負債として認識される「残余

マージン」を加えた額が、契約当

初の保険負債の測定額となる。

「企業が期末に現在債務から解

放されるために合理的に支払うで

あろう金額」は、次のいずれか低

い方である。

� 義務を履行しない場合の企業

にとっての価値

ⅱ� 企業が義務を解約又は第三者

に移転するために支払わなけれ

ばならない金額

� 現在履行価値モデル

保険契約を満期まで履行するた

めの費用の見積現在価値に、契約

開始時に保険料に合わせて較正さ

れた単一のマージン（すなわち、

リスク・マージンとそれ以外の要

素とを分離せずに合計額として把

握したもの）を合わせた金額が、

契約当初の保険負債の金額となる。

② 暫定合意

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� 修正IAS第37号（初日の利得を

除外するように修正）モデルを選

択する。ただし、採決は８対７と

僅差であったため、公開草案では、

現在履行価値に基づくアプローチ

も含めた２つのアプローチを説明

する。

� 修正IAS第37号モデルの残余マー

ジンを解放するために選択される

ドライバーは、契約に基づく保険

者の業績を最も良く描写するシス

テマティックな方法で、当該マー

ジンを収益で認識する結果となら

なければならない。

� 残余マージンは、正当な請求に

応じるために保険者が待機してい

る期間（保険期間）にわたって解

放されなければならない。スタッ

フは、当該マージンの解放にどの

ようなドライバーが用いられるべ

きかを、さらに検討する予定であ
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る。

� 保険者は、事後の報告期間にお

いて、残余マージンを見積りの変

更により調整してはならない。

� 割引率

2009年２月の会議で、IASBは、保

険負債の測定では、貨幣の時間的価

値を反映するため割り引くべきであ

る点に暫定的に合意している（FASB

も、2009年７月に同様の決定を行っ

ている）。

今回は、割引率の目的及び割引率

決定のためのガイダンスについて議

論された。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� 保険負債の割引率は、当該負債

を担保する実際の資産の期待リター

ンに基づく割引率を用いるのでは

なく、概念的には、当該負債の特

性をとらえるように、見積将来キャッ

シュ・フローを貨幣の時間価値で

調整しなければならない。

� 保険契約のIFRSは、割引率の決

定方法に関する詳細なガイダンス

を与えるべきではない。

� 今後の作業計画

今回、作業計画の見直しの一環で、

2011年までにプロジェクトを完成さ

せるため、保険契約者の会計を公開

草案には含めないことが暫定的に合

意されたが、出再者及び再保険者の

双方の当事者が再保険契約をどのよ

うに会計処理しなければならないか

は、公開草案に含めることを明確化

した。

金融商品会計基準の見直しプロジェ

クトを予定どおり進めるために、臨

時の会議が開催された。

2009年７月の分類と測定に関する

公開草案では、原価で認識されてい

る非上場持分金融商品の例外規定を

削除することが提案されている。現

行IAS第39号の例外規定は、建値が

なく、公正価値を信頼性をもって測

定できない持分金融商品（及びそれ

にリンクしているデリバティブを含

む）への投資を取得原価で測定する

ことを求めている（減損会計の適用

がある）。今回は、原価測定の例外

規定を削除するという提案に対する

コメントの多くが、これに反対して

いたことなどを基に議論が行われた。

スタッフからは、公開草案と同様、

原価測定の例外を削除することが提

案されたが、一部のスタッフからは、

発展途上国などでは、例外が必要で

あるとの指摘があり、さらに、ボー

ドメンバーからも削除に対する懸念

が表明された。

議論の結果、公正価値の決定が不

可能な（impractical）場合には、簡

素化された現在測定（asimplified

currentmeasurement）を用いるため

のガイダンスを提供することが暫定

的に合意された。また、IAS第34号

（中間財務諸表）を改訂して、直近

の報告日以降、重要な変動が測定値

に起こったという証拠がない場合に

は、直近の測定値を引き継ぐことを

許容することが暫定的に合意された。

公開草案を2009年10月に公表する

ために、2009年６月に公表された減

損（金融資産の減損に関する期待キャッ

シュ・フロー・アプローチ）に関す

る情報提供依頼書（RFI）に対して

寄せられたコメントで指摘された論

点への対応の議論が行われた。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� 公開草案では、集団（ポートフォ

リオ）ベース及び個別ベースでの

キャッシュ・フローの見積りに関

する原則ベースのガイダンスを提

供する（２つのベース間の相互作

用に関するものも含む）。当該ガ

イダンスでは、①最良の見積りを

提供できるアプローチを用いるこ

と及び②企業が、金融資産をポー

トフォリオベースと個別ベース間

で移動させる場合に、二重計算と

ならないことを担保するという２

つの側面に焦点を絞ることが予定

されている。

� 公開草案には、①キャッシュ・

フローの見積り及び②売掛債権の

取扱いに関する簡潔なガイダンス

を含める。

� 専門家アドバイザリー・パネル

を、①当初の見積りスプレッドの

決定、②実効金利法を適用する実

行可能性及び③バーゼルⅡとの相

互関連といった問題をさらに検討

するための公開討論の場として位

置付けて活用する。

� 公開草案では、測定目的との関

係で、①ある特定時点（point-in-

time）なのか定期的な見積り
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（through-the-cycle-estimates）なの

か、②期待値（expectedvalue）な

のか最頻値（mostprobablevalue）

なのか及び③企業固有データ

（entityspecificdata）なのか市場

データ（marketdata）なのか、

といった論点を明確にする。

減損基準の改訂に伴う経過措置と

して、①遡及適用（retrospectiveap-

plication）、②将来へ向かっての適用

（prospectiveapplication）及び③特

別経過措置アプローチ（customized

transitionapproach）の３つが議論さ

れた。期待キャッシュ・フロー・アプ

ローチを遡及して適用することを求

めると、結果を知った上（hindsight）

でキャッシュ・フローの見積りを適

用することが起こる可能性があり、

また、計算が相当複雑になるため、

実務負担が大きい。一方、将来へ向

かって適用すると、発生損失モデル

と期待損失モデルが長期間併存する

ことになる。そのため、第三の方法

として、①期待キャッシュ・フロー・

アプローチ適用後に取得した金融資

産には将来に向かって適用をし、②

結果を知った上でキャッシュ・フロー

の見積りを適用する弊害がない場合

には遡及適用を許容し、さらに、③

期待キャッシュ・フロー・アプロー

チ導入以前の金融資産については、

移行時点で、残存期間での期待キャッ

シュ・フローを用いて新たな実効金

利を計算する（その計算には、リス

ク・フリー・金利をフロアーとし、

契約金利をキャップとする上下限を

設ける）というアプローチが提案さ

れていた。議論の結果、スタッフに

対して、第三の方法をさらに検討す

ることが指示された。

金融商品会計基準の見直しプロジェ

クトを予定どおり進めるために、臨

時の会議が開催された。

2009年７月に公表された公開草案

に関しては、①分類及び測定に関す

る公開草案の適用範囲（金融負債を

除外するかどうか）、②償却原価測

定区分の２つの条件（基本的貸付特

徴（basicloanfeature）及び契約金

利ベースでの管理（managedona

contractualyieldbasis））の適切性

及び③非上場持分金融商品に対する

原価測定の例外の削除が議論された。

� 適用範囲（金融負債の扱い）

公開草案に対するコメントの中に

は、今回の見直しの対象を金融資産

に限定すべきだというものがあった

が、議論の結果、公開草案での提案

どおり、金融負債も対象として含め

ることが暫定的に合意された。

� 償却原価区分のための２つの条件

公開草案に対するコメントの分析

などから、償却原価測定区分を用い

ることができるための２つの条件で

ある、①基本的貸付特徴及び②契約

金利ベースでの管理を、引き続き分

類のための条件とすることが、改め

て確認された。

しかし、「契約金利ベースでの管

理」という表現は難解であるとの指

摘を受けて、現在結論の背景で用い

ている表現を採用することが暫定的

に合意された。新しい文言は、「企

業のビジネス・モデルの目的は、契

約満期前に金融商品を売却（決済）

して公正価値の変動を実現すること

ではなく、契約キャッシュ・フロー

を回収する（支払う）ために金融商

品を保有するものである。」という

表現で、これは、FASBが分類と測

定に関する議論で用いている表現と

類似したものとなる。

このほか、２つの条件の間の関係

（例えば、これらの間に適用順序を

設けるか）については、将来、議論

する予定である。

� 非上場持分金融商品に対する原

価測定の例外の削除

2009年９月22日に行われた臨時の

会議では、この問題に対して、公正

価値の決定が不可能な（impracti-

cal）場合には、簡素化された現在

測定（asimplifiedcurrentmeasure-

ment）を用いるためのガイダンスを

提供することが暫定的に合意された。

その後、スタッフが公正価値に代

わる簡素化された現在測定の候補と

して、①経営者の採用の見積り、②

純資産割合及び③取得原価といった

代替案を検討した結果、公正価値の

決定が不可能な場合には、非上場持

分金融商品に対する原価測定の例外

を認めることが、スタッフから提案

された。新たな提案は、現行IAS第

39号の原価測定の例外よりは、対象

範囲を狭めるものの、引き続き原価
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測定を存続させるという提案である。

議論の結果、さらに検討が必要であ

ると判断され、今後、検討すること

とされた。

今回は、①減損基準の経過措置及

び②発効日、比較データ及び早期適

用について議論が行われた。

� 経過措置

2009年９月22日の会議では、期待

キャッシュ・フロー・アプローチ導

入以前の金融資産については、移行

時点で、残存期間での期待キャッシュ・

フローを用いて新たな実効金利を計

算する（その計算には、リスク・フ

リー・金利をフロアーとし、契約金

利をキャップとする上下限を設ける）

というアプローチが提案されていた。

今回は、この論点が引き続き議論さ

れた。

議論の結果、このアプローチは複

雑であり、さらに、合理的な結果を

もたらさないこともあるという問題

点もあることを踏まえ、このアプロー

チは採用しないことが暫定的に合意

された。これに代えて、期待キャッ

シュ・フロー・アプローチ導入以前

の金融資産については、次のような

アプローチが暫定的に合意された。

� 契約当初に期待キャッシュ・フ

ロー・アプローチを採用していた

なら計算されていたであろう実効

金利に近似するように、IAS第39

号で従前に決定されている実効金

利を調整する。

� 歴史的データを最大限に利用す

るように企業に要求するが、必要

な範囲で、経過措置時点で組成さ

れる、又は取得される類似商品の

情報を用いて歴史的データを補足

する。

さらに、公開草案では、IAS第39

号で計算された当初の実効金利に調

整を加えるのではなく、当該実効金

利をそのまま用いる簡素化されたア

プローチについても意見を聞くこと

が、暫定的に合意された。

� 発効日、比較情報及び早期適用

通常は、公開草案において、最終

基準の発効日を明示することはしな

い。しかし、受領したコメントなど

では、システムの変更や期待キャッ

シュ・フロー・アプローチを採用す

るために必要とされるデータを収集

するために、通常よりも長い準備期

間が必要であるとの指摘があった。

これらを受けて議論した結果、次の

点が暫定的に合意された。

� 公開草案では、減損に関する最

終基準の発効日は、最終基準が完

成した時点から３年後を目処とす

ることを明示する。

� 比較情報についても遡及修正す

ることを求めるが、その実行可能

性や影響については、公開草案で

質問を行うとともに、専門家アド

バイザリー・パネルからも意見を

聴取する。

� 早期適用を許容する。
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